
昭
和
三
十
六
年
四
月
二
十
八
日
受
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（
質
問
の 

一
三
） 

答

弁

第

一

三

号 
   

衆
議
院
議
員
谷
口
善
太
郞
君
提
出
石
川
県
山
中
町
に
お
け
る
仮
払
い
金
等
支
出
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別

紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
三
八
第
一
三
号 

昭
和
三
十
六
年
四
月
二
十
八
日 

衆

議

院

議

長 
淸 

瀨 

一 

郞 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

池 

田 

勇 

人 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
谷
口
善
太
郞
君
提
出
石
川
県
山
中
町
に
お
け
る
仮
払
い
金
等
支
出
に
関
す
る
質
問
に 

対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

山
中
町
は
、
昭
和
三
十
四
年
度
ま
で
の
間
に
お
い
て
支
出
し
た
金
額
の
一
部
を
決
算
上
当
該
年
度
の
支
出
と

し
て
計
理
し
な
い
で
、
過
年
度
支
出
と
し
て
逐
次
整
理
を
行
な
い
、
昭
和
三
十
五
年
度
に
お
い
て
そ
の
整
理
を

完
了
し
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

本
件
の
よ
う
に
整
理
を
翌
年
度
以
降
に
持
ち
越
す
こ
と
は
適
法
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
未
整
理
分
の
整
理

を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
は
、
翌
年
度
以
降
に
お
い
て
過
年
度
支
出
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
は
や
む
を
得
な
い

も
の
と
考
え
る
。 

三
に
つ
い
て 



地
方
団
体
に
対
す
る
財
政
指
導
と
し
て
は
、
予
算
編
成
及
び
財
政
運
営
の
通
達
を
通
じ
て
一
般
的
な
指
導
を

行
な
つ
て
い
る
が
、
特
に
山
中
町
に
つ
い
て
特
別
の
指
導
監
督
を
行
な
つ
て
は
い
な
い
。 

し
か
し
、
今
後
に
お
い
て
は
、
県
を
通
じ
て
財
政
運
営
に
つ
い
て
充
分
な
指
導
を
行
な
つ
て
ゆ
き
た
い
。 

右
答
弁
す
る
。 

四 

 




